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 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第75号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第76号 

 職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第77号 

 世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則 

                    

   職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和31年12月世田谷区規則第15号）の一

部を次のように改正する。 

 第24号様式裏面、第25号様式裏面及び第

26号様式裏面中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 
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うに改正する。 

 第３号様式中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則 

 世田谷区保健所長委任規則（昭和50年４

月世田谷区規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表２の項第82号中「第10条の９」を「第

９条の５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第15号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 
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出     張     所 

 世田谷区住民基本台帳事務取扱規程（昭

和58年10月世田谷区訓令甲第51号）の一部

を次のように改正する。 

  令和７年５月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第５条の２中「第30の３第２項」を「第

30の４第２項」に改める。 

 第１号様式の⑴及び第１号様式の⑵を次

のように改める。 

様式省略 

 第１号様式の⑶第１面を次のように改め

る。 

様式省略 

 第１号様式の⑷第１面を次のように改め

る。 

様式省略 

 第１号様式の⑸から第１号の２様式の⑵

までを次のように改める。 

様式省略 

 第１号の２様式の⑶第１面を次のように

改める。 

様式省略 

 第１号の２様式の⑷第１面を次のように

改める。 

様式省略 

 第２号様式の⑴及び第２号様式の⑵を次

のように改める。 

様式省略 

 第２号様式の⑶第１面を次のように改め

る。 

様式省略 

 第２号様式の⑷第１面を次のように改め

る。 

様式省略 

 第２号様式の⑸から第３号様式の⑶まで

を次のように改める。 

様式省略 

 第５号様式の⑴から第５号様式の⑶まで

を次のように改める。 

様式省略 

                    

◎世田谷区訓令甲第16号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

事     業     所 

 世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する規程（昭和40年６月世田谷区訓令

甲第39号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 別表参与の項を次のように改める。 

 参与      月額  200,000円から

472,800円まで

の額において､

区長が定める

額 

         日額  45,000円 

 別表国民健康・栄養調査員（医師）の項

中「28,200円」を「29,000円」に改め、同表

国民健康・栄養調査員（看護師）の項から

国民健康・栄養調査員（管理栄養士）の項

までの規定中「14,646円」を「21,791円」に

改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第351号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業者の名称     一般社団法

人おはな 

 ２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区給田三

丁目34番21

－102号 

 ３ 事業所の名称     相談支援お

はな 

 ４ 事業所の所在地    東京都世田

谷区北烏山

九丁目17番

１号101 

 ５ 事業所番号      1331204998 

 ６ 事業の種類      特定相談支

援事業 

 ７ 事業の主たる対象者  精神障害者 

 ８ 指定の年月日     令和７年５

月１日 

                    

◎世田谷区告示第352号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21

条の５の15第１項及び第59条の４第１項の

規定により指定障害児通所支援事業者を指

定したので、同法第21条の５の25第１号及

び第59条の４第１項の規定により告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称     ファースト

クラスルー

ム自由が丘 

 ２ 事業所の所在地    東京都世田

谷区等々力

六丁目37番

12号 

 ３ 申請者の名称     新教育デザ

イニング株

式会社 

 ４ 指定年月日      令和７年５

月１日 

 ５ 障害児通所支援の種類 保育所等訪

問支援 

                    

◎世田谷区告示第353号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第354号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の10第１項及び第59条の４第１項の規定

による指定小児慢性特定疾病医療機関の指

定の更新をしたので、同法第19条の19第１

号及び第59条の４第１項の規定により別紙

のとおり告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第355号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第356号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。 

  令和７年５月１日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第357号 

 令和７年第２回世田谷区議会臨時会を下

記により招集する。 

  令和７年５月８日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 １ 招集する年月日   令和７年５月

13日（火）午

後１時 

 ２ 招集する場所   世田谷区議会

議場 

 ３ 案     件 

  ⑴ 議 案 

     世田谷区立大蔵運動公園斜面地

保全工事請負契約 

     世田谷区成城五丁目、六丁目付

近枝線工事請負契約 

     世田谷区立太子堂中学校温水プ

ール改修工事（令和６年度）請

負契約 

     財産（区立小中学校児童・生徒

用タブレット型情報端末用スタ

イラスペン）の取得 

  ⑵ 専 決 

     専決処分の承認 

     （世田谷区特別区税条例の一部

を改正する条例） 

  ⑶ 同 意 

     世田谷区監査委員選任の同意 

  ⑷ 報 告 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （自動車事故に係る損害賠償額

の決定） 
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     議会の委任による専決処分の報

告 

     （世田谷区立梅丘図書館改築工

事） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （自動車事故に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （自動車事故に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （区立保育園の園児の負傷事故

に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （区立保育園の園児の負傷事故

に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （区立保育園の園児の負傷事故

に係る損害賠償額の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （自動車事故に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （塀損傷事故に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     （自動車事故に係る損害賠償額

の決定） 

     議会の委任による専決処分の報

告 

     (歩行者の転倒事故に係る損害

賠償額の決定) 

     令和７年１月分例月出納検査の

結果について 

     令和７年２月分例月出納検査の

結果について 

     令和６年度財政援助団体等監査

の結果について 

     令和６年度工事監査の結果につ

いて 

  ⑸ 常任委員の選任 

  ⑹ 議会運営委員の選任 

  ⑺ 請願の処理 

  ⑻ 請願の付託 

                    

◎世田谷区告示第358号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認及び同法第58

条の６第１項の規定による子ども・子育て

支援施設等の確認の辞退について、同法第

58条の11の規定に基づき、別紙のとおり告

示する。 

  令和７年５月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第359号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月９日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原二丁目691番57の内

から691番23の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  19.58メートル 

    幅 員  0.18メートルから 

         0.54メートルまで 

    面 積  7.82平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月９日 

                    

◎世田谷区告示第360号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第６条の２

の規定に基づき、区管理道路線の供用を次

のように開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ079－06 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区代沢一丁目69番24の内 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  0.10メートル 

    幅 員  0.69メートルから 

         0.70メートルまで 

    面 積  0.06平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月12日 

                    

◎世田谷区告示第361号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ079－15 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢一丁目67番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  14.48メートル 

    幅 員  0.70メートルから 

         0.75メートルまで 

    面 積  10.55平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月12日 

                    

◎世田谷区告示第362号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1075番90の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  4.30メートル 

    幅 員  0.45メートル 

    面 積  1.96平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月12日 

                    

◎世田谷区告示第363号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 31－23 

  ⑵ 45－36 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区経堂二丁目409番17の内 

  ⑵ 世田谷区経堂二丁目409番17の内

から409番16の内まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  7.51メートル 

    幅 員  0.16メートルから 

         0.17メートルまで 

    面 積  2.54平方メートル 

  ⑵ 延 長  7.88メートル 

    幅 員  0.19メートルから 

         0.22メートルまで 

    面 積  1.64平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月12日 

                    

◎世田谷区告示第364号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年５月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第365号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定により、次のとおり

道路の位置の指定をした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年５月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号  第2944号 



 

 

令和７年６月20日（第771号） 

－ 4 － 

 ２ 指定年月日 令和７年５月９日 

 ３ 指定の位置 世田谷区砧五丁目148

番30の一部及び148番

32の一部 

 ４ 道路の幅員 4.00メートル 

 ５ 道路の延長 31.00メートル 

 ６ 申請者氏名 株式会社秀和建設 

         代表取締役 大家 秀

仁 

                    

◎世田谷区告示第366号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年５月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬一丁目551番８ 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.45メートル 

    幅 員  0.77メートルから 

         0.79メートルまで 

    面 積  7.40平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第367号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原三丁目877番26の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.20メートル 

    幅 員  0.02メートルから 

         0.06メートルまで 

    面 積  0.45平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月14日 

                    

◎世田谷区告示第368号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    42－31 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原六丁目334番９の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.90メートル 

    幅 員  0.11メートルから 

         0.19メートルまで 

    面 積  1.60平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月14日 

                    

◎世田谷区告示第369号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    38－６ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂一丁目389番32の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.20メートル 

    幅 員  0.09メートルから 

         0.12メートルまで 

    面 積  0.87平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月16日 

                    

◎世田谷区告示第370号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ063－03 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢一丁目30番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.95メートル 

    幅 員  0.50メートルから 

         0.53メートルまで 

    面 積  4.03平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月16日 

                    

◎世田谷区告示第371号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢一丁目30番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.32メートル 

    幅 員  0.22メートルから 

         0.27メートルまで 

    面 積  3.07平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月16日 

                    

◎世田谷区告示第372号 

 令和７年５月13日招集の令和７年第２回

世田谷区議会臨時会の案件を、下記のとお

り追加する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 案 件 

  １ 議席の一部変更 

  ２ 同 意 

     世田谷区監査委員選任の同意 

     世田谷区監査委員選任の同意 

                    

◎世田谷区告示第373号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21

条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により、都市計画を変更したので、

同法第21条第２項において準用する同法第

20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 都市計画の種類 

    東京都市計画緑地第105号粕谷四

丁目緑地 

 ２ 都市計画を定める土地の区域 

    変更する部分 

     世田谷区粕谷四丁目地内 

 ３ 縦覧場所 

    世田谷区都市整備政策部都市計画

課 

                    

◎世田谷区告示第374号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    13－Ｄ369－03 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区下馬四丁目20番36の内か

ら20番14の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.74メートル 

    幅 員  0.22メートル 

    面 積  2.19平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月19日 

                    

◎世田谷区告示第375号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項の規定による指定地域密着型

サービスの廃止の届出があったので、同法

第78条の11第２号の規定により告示する。 



 

 

令和７年６月20日（第771号） 

－ 5 － 

  令和７年５月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   カノン用賀 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

用賀三丁目８番

18号グリーンハ

ウスＮｏ．101－

１階 

 ３ 事業者の名称   株式会社創生事

業団 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年４月30

日 

 ５ サービスの種類  地域密着型通所

介護 

                    

◎世田谷区告示第376号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33―Ｄ222－08 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢三丁目263番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.05メートル 

    幅 員  0.64メートルから 

         0.66メートルまで 

    面 積  7.22平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月19日 

                    

◎世田谷区告示第377号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林三丁目213番12から

213番11まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.16メートル 

    幅 員  1.62メートルから 

         1.63メートルまで 

    面 積  14.96平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第378号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月20日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区梅丘三丁目1405番151の

内 

  ⑵ 世田谷区梅丘三丁目1405番194の

内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  15.32メートル 

    幅 員  1.08メートルから 

         1.09メートルまで 

    面 積  16.67平方メートル 

  ⑵ 延 長  14.88メートル 

    幅 員  0.51メートルから 

         0.60トルまで 

    面 積  8.41平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月20日 

                    

◎世田谷区告示第379号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上祖師谷三丁目74番18の

内から19の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.07メートル 

    幅 員  1.25メートルから 

         1.28メートルまで 

    面 積  14.13平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月21日 

                    

◎世田谷区告示第380号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区上祖師谷三丁目74番21の

内 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  0.03メートル 

    幅 員  0.82メートルから 

         0.83メートルまで 

    面 積  0.02平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月21日 

                    

◎世田谷区告示第381号 

 令和７年４月24日世田谷区告示第336号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年５月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「令和７年４月１日から令和８年

３月31日まで」を「令和７年４月１日から

同年５月20日まで」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第382号 

 世田谷区教育会館におけるリサイクル資

源の売払代金の収納の事務については、地

方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」

という。）第243条の２第１項の規定に基づ

き、次のとおり委託したので同条第２項の

規定により告示する。 

  令和７年５月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託を受けた者 

  ⑴ 名 称 株式会社井上 

  ⑵ 所在地 東京都世田谷区八幡山二

丁目11番６号 

 ２ 委託した歳入等 

    リサイクル資源の売払代金 

 ３ 法第243条の２第１項の規定による指

定をした日 

    令和７年５月21日 

 ４ 委託期間 

    令和７年５月21日から令和８年３

月31日まで 

                    

◎世田谷区告示第383号 

 政策研究・調査課統計調査担当事務室に

おけるリサイクル資源の売払代金の徴収の

事務については、地方自治法（昭和22年法

律第67号。以下「法」という。）第243条の

２第１項の規定に基づき次のとおり委託し

たので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和７年５月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 委託を受けた者 

  ⑴ 名 称 株式会社井上 

  ⑵ 所在地 東京都世田谷区八幡山二

丁目11番６号 

 ２ 委託した歳入等 

    リサイクル資源の売払代金 

 ３ 法第243条の２第１項の規定による

指定をした日 

    令和７年５月21日 

 ４ 委託期間 

    令和７年５月21日から令和８年３

月31日まで 

                    

◎世田谷区告示第384号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型

サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

 令和７年５月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  オレンジ・アクテ

ィブかたらい成城 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区成

城四丁目３番25号 

 ３ 事業者の名称  特定非営利活動法

人語らいの家 

 ４ 指定年月日   令和７年６月１日 



 

 

令和７年６月20日（第771号） 

－ 6 － 

 ５ サービスの種類 地域密着型通所介

護 

                    

◎世田谷区告示第385号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年５月23日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原三丁目874番23の内

から874番25の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.94メートル 

    幅 員  6.82メートルから 

         6.83メートルまで 

    面 積  43.20平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第386号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の取消しをした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年５月23日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定取消番号  第2945号 

 ２ 指定取消年月日 令和７年５月22日 

 ３ 指定取消の位置 世田谷区新町一丁

目31番20の一部 

 ４ 道路の幅員   4.00メートル 

 ５ 道路の延長   16.34メートル 

 ６ 申請者氏名   東急不動産株式会

社 

           代表取締役 星野 

浩明 

           三菱地所レジデン

ス株式会社 

           代表取締役 宮島 

正治 

                    

◎世田谷区告示第387号 

 令和７年第２回世田谷区議会定例会を下

記により招集する。 

  令和７年５月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

記 

 １ 招集する年月日   令和７年６月

３日（火）午

後１時 

 ２ 招集する場所   世田谷区議会

議場 

                    

◎世田谷区告示第388号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区喜多見六丁目2734番19地

先無番から2734番18まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  15.26メートル 

    幅 員  1.00メートル 

    面 積  15.32平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月27日 

                    

◎世田谷区告示第389号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年５月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区若林三丁目108番61から

108番62まで 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  18.36メートル 

    幅 員  0.73メートル 

    面 積  13.52平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年５月30日 

                    

◎世田谷区告示第390号 

 会計年度任用職員の報酬の額に関する規

程（令和２年４月世田谷区告示第341号）の

一部を次のように改正する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 本則の表発達支援コーディネーターの項

を次のように改める。 

 

発達支援コーディネーター 月額 174,300円から232,417円ま

での額 

34,860円から46,483円まで

の額 

209,160円から278,900円ま

での額 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第16号 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 

                    

   幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

17号）の一部を次のように改正する。 

 第３号様式中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

規   則（区議会） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年５月26日 

    世田谷区議会議長 

 石 川 ナオミ 

 

世田谷区議会規則第１号 

 世田谷区議会傍聴規則の一部を改正する

規則 

世田谷区議会規則第２号 

 世田谷区議会委員会傍聴規則の一部を改

正する規則 

                    

   世田谷区議会傍聴規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区議会傍聴規則（昭和54年１月世

田谷区議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条第３号を次のように改める。 

 ⑶ ビラ、プラカード、垂れ幕、たすき

その他の議場に現在する者に対する示

威的行為のために使用されるおそれが

あると認められる物を携帯し、又は着

用している者 

 第８条中第４号を削り、第５号を第４号

とし、第６号を削り、同条第７号中「もの」

を「者」とし、同号を同条第５号とする。 

 第９条第１号を次のように改める。 

 ⑴ 議員の言動に対して批評を加え、拍

手その他の方法により可否を表明し、

又は議場に現在する者に対して示威的

行為をしないこと。 

 第９条中第２号を削り、第３号を第２号

とし、第４号を第３号とし、同条第５号中

「前各号」を「前３号に」、「又は会議の妨

害」を「会議を妨害し、又は他人の迷惑」

に改め、同号を同条第４号とする。 

 第10条の見出しを「（写真の撮影、録音、

録画、放送等の禁止）」に改め、同条中「写

真、映画等を撮影し、又は録音等」を「写

真の撮影、録音、録画、放送等」に改め、

同条ただし書中「この」を「、この」に改

める。 

 第１号様式及び第２号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区議会委員会傍聴規則の一部

を改正する規則 

 世田谷区議会委員会傍聴規則（昭和50年

10月世田谷区議会規則第１号）の一部を次
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のように改正する。 

 第３条第３号を次のように改める。 

 ⑶ ビラ、プラカード、垂れ幕、たすき

その他の委員会に現在する者に対する

示威的行為のために使用されるおそれ

があると認められる物を携帯し、又は

着用している者 

 第３条中第４号を削り、第５号を第４号

とし、第６号を削り、同条第７号中「もの」

を「者」に改め、同号を同条第５号とする。 

 第４条第１号中「又は拍手」を「拍手」

に、「表明しない」を「表明し、又は委員会

に現在する者に対して示威的行為をしない」

に改め、同条中第２号及び第３号を削り、

第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、

同条第６号中「その他委員会」を「前３号

に掲げるもののほか、委員会」に、「又は議

事の妨害」を「議事を妨害し、又は他人の

迷惑」に改め、同号を同条第４号とする。 

 第５条の見出しを「（写真の撮影、録音、

録画、放送等の禁止）」に改め、同条中「写

真、映画等を撮影し、又は録音等」を「写

真の撮影、録音、録画、放送等」に改め、

同条ただし書中「この」を「、この」に改

める。 

 第２号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第７号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22

条第１項の規定により令和７年６月１日現

在における選挙人名簿の登録を行う日を次

のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭

和25年政令第89号）第14条第１項の規定に

より告示する。 

  令和７年５月12日 

世田谷区選挙管理委員会 

 登録を行う日  令和７年６月２日 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第８号 

 世田谷区選挙執行規程（平成12年３月世

田谷区選挙管理委員会告示第８号）の一部

を次のように改正する。 

  令和７年５月30日 

世田谷区選挙管理委員会 

 第７号様式及び第12号様式中「禁錮」を

「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第５号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第22回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和７年５月21日 

    世田谷区農業委員会会長 

 宍 戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和７年５月30日（金） 

午後２時30分 

 ２ 開催場所 三茶しゃれなあどホール

４階 シリウス 

 ３ 審議事項 

  ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許可

申請について 

  ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転用

届出について 

  ⑶ 第３号議案 その他の事項につい

て 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第７号 

 令和６年度財政援助団体等監査の結果に

基づき講じた措置について、世田谷区長か

ら通知があったので、地方自治法第199条第

14項の規定により次のとおり公表する。 

  令和７年５月16日 

世田谷区監査委員 大 塚   勇 

同        市 川   穣 

同        下 山 芳 男 

同        髙 橋 昭 彦 
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